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令和８年度保険料率の据え置き並びに子ども・子育て支援金制度開始に伴う 
支援金率及び任意継続被保険者の標準報酬月額上限について（お知らせ） 

 
早春の候、ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
また、日頃より健康保険組合の事業運営にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
令和８年度の保険料率は、一般保険料率（調整保険料を含む）及び介護保険料率とも据え

置きとさせていただきます。また、令和８年度は従来の保険料に加え、新たに子ども・子育

て支援金が加わり、その料率は国から０．２３％と示されました。 
令和８年４月分の保険料（令和８年５月２０日納入告知分）から一般保険料及び介護保険

料に子ども・子育て支援金を加えた額となり、事業主と被保険者で折半負担していただくこ

とになります。 
つきましては、裏面に保険料額表と併せて控除額早見表をご用意いたしましたのでご活用

ください。 
また、健康保険組合では支援金の納入にあたり令和８年５月２０日に送付する納入告知書

より支援金欄を追加するなどの様式変更を予定していますのでご承知おきください。 
 今般の支援金制度に伴い、事業主様におかれましては被保険者の方々に対して、支援金の

負担について周知していただくとともに、給与明細書の社会保険料欄に支援金の項目を増や

すなど負担額を明確にしていただくようお願いいたします。 
 今回、支援金制度の説明や用途などがわかるパンフレットを同封しましたので、被保険者

の方々への周知などにご活用ください。 
 
 一般保険料率の内訳及び特定保険料率の区分は右のとおりです。 
 
 

※ 組合ホームページ：https://kana-seibi.kenpo-web.com/ 
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３９歳以下及び６５歳以上の被保険者の保険料率

４０歳以上６４歳以下の被保険者の保険料率

　この特定保険料率は、皆様からお預かりする保険料の内、高齢者医療制度への支援に充てられる

保険料をお示しするためのものです。

◎任意継続被保険者の標準報酬月額上限について

　当組合の令和７年９月末現在の全被保険者の平均標準報酬月額は３８３，３９８円でしたので、

標準報酬月額の上限は前年同様「３８０千円」となります。

（２６等級） ３８０千円上限等級
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発行日 ２０２６年２月２０日
１．被保険者が負担する保険料等（以下「被保険者負担分」という）に円未満の端数がある場合について

事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。
２．納入告知書の保険料等の額について
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26,598.00

32,736.00 19,088.00 38,176.00
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※

〜 1,355,000

る場合は切り上げして１円となります。
被保険者が、被保険者負担分を事業主の方に現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が５０銭未満のときはその端数を切り捨てし、

158,669.00
129,921.00

165,827.00

①

②

50 1,355,000円以上 71,098.50 142,197.00 82,913.501,390,000

事業主が給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が５０銭以下のときはその端数を切り捨てし、５０銭を超え

〜 1,005,000
〜 1,055,000
〜 1,115,000

５０銭以上のときは切り上げして１円となります。

納入告知書の保険料等の額は、被保険者個々の保険料等の額を合算した額になります。ただし、その合算した額に円未満の端数がある
場合は、その端数を切り捨てた額になります。よって、納入告知額から上記１に基づき控除した被保険者負担分の合計額を差し引いた
額が事業主負担分となります。

〜 1,175,000
〜 1,235,000
〜 1,295,000


